
第3回日野市介護保険運営協議会

平成31年2月15日開催　議題事項2の資料

1.報酬改定の目的

2.報酬改定の考え方

　（1）通所サービス

　（2）訪問サービス

3.現行報酬との比較表

（1）通所サービス

　　①-1　混合ケア型　定員15人以下

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1
事業対象者

16,393 16,799 406 2.48% 1,640 40

要支援2
事業対象者

16,842 17,226 384 2.28% 1,685 38

要支援2
事業対象者※

週2回
程度

33,684 34,443 759 2.25% 3,369 76

　　①-2　混合ケア型　定員15人超

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1
事業対象者

14,428 15,219 791 5.48% 1,443 79

要支援2
事業対象者

14,791 15,603 812 5.49% 1,480 81

要支援2
事業対象者※

週2回
程度

29,572 31,196 1,624 5.49% 2,958 162

　　②-1　生活援助型　定員15人以下

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1
事業対象者

13,670 14,738 1,068 7.81% 1,367 107

要支援2
事業対象者

13,980 15,112 1,132 8.10% 1,398 114

要支援2
事業対象者※

週2回
程度

27,949 30,224 2,275 8.14% 2,795 228

　重点ケア型における介護報酬の改定に併せて、混合ケア型及び生活援助型の報酬を改定す
る予定でしたが、重点ケア型（国が規定するサービス類型）の報酬改定がなかっため、算定
当時の賃金から高騰分を反映し、かつ、人員基準に見合う報酬体系になるよう報酬改定を行
います。

　通所サービス事業所の人員基準に基づく各サービスの職種及び「八王子職業安定所職業別
求人・求職賃金情報」に掲載された「通所サービスの報酬算定における人員算定表」を踏ま
え、報酬額を改定します。
　なお、要支援２における利用回数が週１回程度の報酬は、要支援２における利用回数が週
１回程度の報酬の半分とします。

　「平成29年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）におけるホームヘルパーの賃金を踏ま
え、報酬額を改定します。

改正案

改正案

改正案

１ヵ月当たりの利用者負担

１ヵ月当たりの利用者負担

１ヵ月当たりの利用者負担

週1回
程度

介護度
利用
回数

１ヵ月月当たりの費用総額

3,445

1,723

1,680

介護度
利用
回数

１ヵ月当たりの費用総額

週1回
程度

1,522

1,561

3,120

介護度

（単位・円）

（単位・円）

（単位・円）

利用
回数

１ヵ月当たりの費用総額

週1回
程度

1,474

1,512

3,023

介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)の報酬改定について　
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　　②-2　生活援助型　定員15人超

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1
事業対象者

12,858 14,108 1,250 9.72% 1,286 125

要支援2
事業対象者

13,168 14,460 1,292 9.81% 1,317 129

要支援2
事業対象者※

週2回
程度

26,326 28,921 2,595 9.86% 2,633 260

（2）訪問サービス

　　①　混合ケア型

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1・2
事業対象者

週1回
程度

11,602 12,066 464 4.00% 1,161 46

要支援1・2
事業対象者

週2回
程度

23,193 24,133 940 4.05% 2,320 94

要支援2
事業対象者※

週2回
超える

36,796 38,255 1,459 3.97% 3,680 146

　　②　生活援助型

現行 改正案 増減額 増減率 現行 増減額

要支援1・2
事業対象者

週1回
程度

10,309 10,784 475 4.61% 1,031 48

要支援1・2
事業対象者

週2回
程度

20,619 21,569 950 4.61% 2,062 95

要支援2
事業対象者※

週2回
超える

32,696 34,188 1,492 4.56% 3,270 149

4.改定までのスケジュール

　　平成30年12月25日　事業者説明会を実施

　　平成31年1月1日から31日　市HPにてパブリックコメントを実施

　　平成31年2月　介護保険運営協議会に説明

　　平成31年3月　日野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則を改正

　　平成31年4月　適用

5．パブリックコメントの内容

郵送、メール又は持参によるご意見はございません。

※上表の１ヵ月当たりの利用者負担額については、自己負担割合を１割としています。なお、負担
割合が２割の方は２倍、３割の方は３倍となります。

改正案

改正案

改正案

１ヵ月当たりの利用者負担

1,079

2,157

3,419

（単位・円）

※事業対象者が通所サービスを週２回以上又は訪問サービスを週2回を超えて利用する場合は、要介
護認定申請及び別途手続きが必要です。

１ヵ月当たりの利用者負担

１ヵ月当たりの利用者負担

1,207

2,414

3,826

介護度
利用
回数

１ヵ月当たりの費用総額

利用
回数

１ヵ月当たりの費用総額

週1回
程度

1,411

1,446

2,893

介護度
利用
回数

１ヵ月当たりの費用総額

（単位・円）

（単位・円）

介護度
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